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各都道府県衛生主管部（局）長  

国立研究開発法人国立がん研究センター理事長  殿 

 

 

 

厚生労働省健康局がん・疾病対策課長 

 

 

 

がん診療連携拠点病院等の指定の推薦等の手続きについて 

 

 

標記については、「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」（平成 30年

７月 31 日付け健発 0731 第１号厚生労働省健康局長通知の別添。以下「整備指

針」という。）のⅧにおいて規定するとともに、今般の新型コロナウイルス感染

症の流行等に伴う影響を考慮し、本年度のがん診療連携拠点病院等の指定の推

薦手続き等について、下記の通り定めたので、これに基づき諸手続いただくよう

お願いする。 

 

記 

 

Ⅰ 資料の種類について 

１ 各都道府県は、別添の「様式１」並びに以下２～５をふまえて必要な資料を

令和２年 10月 31日までに提出すること。 

  

２ がん診療連携拠点病院等におかれては、毎年、当該年度の新規指定推薦書及

び指定更新推薦書並びに現況報告書を提出していただいている。今般の新型

コロナウイルス感染症の流行等に伴う影響を考慮し、令和２年度の指定更新

推薦書及び現況報告書については、令和元年度の新規指定推薦書及び指定更

新推薦書並びに現況報告書と、令和元年度の新規指定推薦書及び指定更新推

薦書並びに現況報告書の提出後から令和２年８月 31日までに各都道府県より

提出された各種報告書をもって代用するため、一律の提出は不要とする。 

（ 公 印 省 略 ） 
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ただし、指定要件未充足の状態でがん診療連携拠点病院等に指定されている

以下のいずれかに該当する医療機関について、指定要件を充足した場合は「未

充足条件を充足した旨の報告文書」及び「条件を充足した挙証資料」を提出す

ること。なお、提出が無い場合は、引き続き指定要件を充足できていないと判

断する。 

① 指定要件のうち経過措置項目のみ未充足のため地域がん診療連携拠点

病院として令和３年３月 31日まで指定となっている医療機関 

② 放射線機器の入れ替えにより指定要件未充足となっていることを鑑み

て地域がん診療連携拠点病院として令和３年３月 31 日まで指定となっ

ている医療機関 

③ 指定要件未充足のため地域がん診療連携拠点病院（特例型）として令和

３年３月 31日まで指定となっている医療機関 

④ 新型コロナウイルス感染症の影響により指定要件未充足となっている

ことを鑑みて地域がん診療連携拠点病院として令和３年３月 31 日まで

指定となっている医療機関 

⑤ 新型コロナウイルス感染症の影響により指定要件未充足となっている

ことを鑑みて地域がん診療病院として令和３年３月 31 日まで指定とな

っている医療機関 

 

３ 整備指針Ⅷ４（１）及び（２）において規定されている通り、がん診療連携

拠点病院等は新たに指定要件を満たすことができなくなったことが確認され

た場合は、都道府県を通じて迅速に当課まで届け出ることについて、改めてこ

の対応を周知すること。（国立がん研究センターの場合は都道府県を介さず当

課まで届け出ること。）その際、指定要件を満たせなくなった状況の説明及び

今後の充足見込みについて任意様式で記載し提出すること。 

 

４ 地域がん診療連携拠点病院（特例型）から地域がん診療連携拠点病院への指

定類型変更については、２で規定する提出資料に基づき指定の検討会の意見

を踏まえ判断する。 

 

５ 以下のいずれかに該当する場合には、別添の「様式２、様式３～４、別紙１

～28、様式５」及び推薦意見書を記載し提出すること。 

① 地域がん診療病院から地域がん診療連携拠点病院へ指定類型を変更し

て新規推薦する場合 

② 地域がん診療連携拠点病院から地域がん診療連携拠点病院（高度型）へ

指定類型を変更して新規推薦する場合 



 

 

③ 新規の医療機関をがん診療連携拠点病院等に新規推薦する場合 

 

Ⅱ 資料の記載について 

１ 患者や医師等の医療従事者の氏名等の個人情報に係る記載は求めていない

ので、当該情報は記載しないよう注意すること。 

  

２ 推薦書類（添付資料を含む。）については、公開を前提として記載すること。

具体的には、国立がん研究センター内に設置されているがん対策情報センタ

ーからインターネット上で提供される情報に掲載される項目もあるため、内

容については十分に精査すること。  

 

３ 推薦意見書の様式は自由であるが、その内容については、各都道府県のがん

医療提供体制における拠点病院の位置付けや地域連携に関する基本的考え方

等について明らかにし、都道府県がん対策推進計画に沿ったものであること。

特に、都道府県が医療計画にて定めるがんの医療圏において、拠点病院等がな

い空白となるがんの医療圏が存在していながら、既に拠点病院等があるがん

の医療圏に新たに推薦する場合は、空白となるがんの医療圏の解消策につい

ても具体的に示すこと。 

 

４ 様式４（機能別）「がん診療連携拠点病院等の指定要件について」の記載に

おける該当区分は、地域がん診療連携拠点病院の場合にはⅡ、地域がん診療連

携拠点病院（高度型）の場合にはⅡ及びⅣ３（３）、特定機能病院を地域がん

診療連携拠点病院として指定する場合にはⅡ及びⅢ、都道府県がん診療連携

拠点病院の場合には、Ⅱ及びⅣ、特定機能病院を都道府県がん診療連携拠点病

院として指定する場合にはⅡ、Ⅲ及びⅣ、特定領域がん診療連携拠点病院の場

合にはⅡ及びⅥ、地域がん診療病院の場合にはⅦ、であるため、該当区分の記

載を行うとともに、該当区分にて規定されている別紙について記載すること。 

 

５ 様式４（機能別）「がん診療連携拠点病院等の指定要件について」の「Ａ,Ｂ,

Ｃ,-」の区分 は、指定要件における必須事項を「Ａ」、原則として充足すべき

事項を「Ｂ」、充足することが望ましい事項を「Ｃ」と、整備指針に記載がな

い事項を「－」としている。  

 

６ 様式４について、数字を記載する項目において、実績がない又は配置されて

いない等の場合は、必ず「０」と記載し、空欄を残さないこと。別紙について、

該当しない場合は、自由記載の欄の 1カ所に必ず「該当なし」と記載し、同一



 

 

別紙内の該当欄は空欄とすること。 また、様式４（全般事項）の３．病院概

要の（４）診療報酬に係る施設基準等の記載については、診療報酬上の算定基

準に基づいて記載すること。  

 

７ 記載にあたっては、欄外の指示や単位に従うこと。なお、記入欄に黄色の網

掛けがある項目については自由記載、橙色の網掛けがある項目については選

択肢によるものとし、プルダウンメニューから選択すること。 また、記入欄

に水色の網掛がある場合は数値を入力すること。記載の際には、列、行、セル

等の挿入を行わないこと。  

 

８ 様式５については、各医療機関の平成 31年１月１日～令和元年 12月 31日

での診療実績について記載して提出すること。 

 

Ⅲ 資料の提出について  

１ データについては、必ず、各都道府県が提出前に確認を行うこと。 

 

２ 任意様式を含め、各様式及び別紙に病院名を明記すること。  

 

３ 提出する資料は紙媒体によるものに加え電子媒体（ＣＤ-Ｒ１枚）でも提出

すること。その際、紙媒体は用途毎に整理して（同じファイルに閉じてもかま

わないが、仕切り等によって区切ること。）ドッジファイル等に閉じた上で提

出すること。電子媒体は一つに都道府県内の該当施設の資料をまとめて保存

すること。なお、電子媒体には押印は不要であること。また、以下の点に留意

すること。 

・様式１から４及び別紙１から４、６から９、11 から 17、19、22、23、26

から 28は、送付したファイルに入力し、提出すること。 

・任意様式の別紙５、10、18、20、21、24、25は、本体ファイルに書き込む

ことを前提とするが、書き込みができない場合は、別ファイルで提出して

もよいこととする。その際には、ファイル名に資料番号を付し、ワード、

一太郎、リッチテキスト、エクセル、パワーポイント、ＰＤＦファイル等

汎用性のあるもので提出すること。 

・記入においてシートを追加する必要がある場合には、本体のエクセルファ

イルに挿入せずに、別のエクセルファイルで提出すること。推薦意見書の

様式は自由であるが、その内容については、各都道府県のがん医療提供体

制における拠点病院の位置付けや地域連携に関する基本的考え方等につ

いて明らかにし、都道府県がん対策推進計画に沿ったものであること。特



 

 

に、都道府県が医療計画にて定めるがんの医療圏において、拠点病院等が

ない空白となるがんの医療圏が存在していながら、既に拠点病院等がある

がんの医療圏に新たに推薦する場合は、空白となるがんの医療圏の解消策

についても具体的に示すこと。 

 

４ 提出資料は医療機関毎に通し頁を付すとともに、全てＡ４・両面印刷で提出

すること。  

 

Ⅳ その他  

１ 新規指定推薦については、推薦時点において全ての指定要件を満たしてい

ることが推薦の条件である。 

  

２ 整備指針Ⅷ３（５）において規定されている通り、地域がん診療連携拠点病

院（特例型）として指定を受けている医療機関は、更新時において地域がん診

療連携拠点病院の指定要件を充足していない場合は、指定の更新は行わない。  

 

Ⅴ 照会について  

本件の照会については、都道府県からの電子メールのみ受け付ける。なお、電

子メールでの問い合わせについては、件名を以下の４通りとする。また、件名に

ついては、必ず都道府県名を併記して、記載すること。  

【 凡 例 】  

件名入力に関しては、必ず以下の４通りとし、照会をされる際は照会先に記載

のある３名宛てにお願いする。  

・【記載に関する照会・○○県】  

・【指定要件に関する照会・○○県】  

・【提出時期に関して ○○県】  

・【その他・○○県】 

 

 

○本件に係る連絡・照会先        

厚生労働省健康局がん・疾病対策課 

湯川、片岡、采女     

 Email: yukawa-yoshirou.0k1@mhlw.go.jp  

kataoka-shinsuke.cn7@mhlw.go.jp 

     uneme-kayo@mhlw.go.jp           
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